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1.はじめに

今回の館内研究会のテーマ ｢歴史霜碁の比較史｣は､これまで日本近世の史

料学のなかで取りあげられる機会が少なかった繍碁物を対象にすえたもので､

史科学の間口を広げるために､極めて意義があるものと考えている｡これに加

えて､韓国と日本における歴史書編纂の比較を行おうとする今回の問題関心は､

ややもすると一国史観的な発想に陥る傾向や､研究の細分化が進行している状

況に､一石を投じるもので､大変に重要であると受けとめている｡

上のように研究会主催者の企画意図を位置づけたうえで､本報告では､とも

に中国の歴史啓の影響をうけた韓国と日本の歴史書編纂が､その様式から離れ

て､どのように独自の世界を形成したのかについて､考えてみたい｡具体的に

は､武家政権である江戸幕府が屈筋させた歴史書のうち､編集の模範を中国の
1)

｢実録｣と､日本古代における天皇勅撰の ｢六国史｣とに求めた ｢徳川実紀｣

(以下､当時の一般的な呼び名にならって ｢御実紀｣と記す)について､史料

学的な観点から､その編集過程に重点をおいて報告したい｡なお､｢御実紀｣

楯碁の計画が起こったのは､11代目徳川将軍家斉 (就職期間1787-1837)期

である｡

(8)



2.｢御実紀｣編纂の建議

寛政期以降 (1789-)､幕府が主導する大規模な編纂事業が行われた｡たと
2) 3)

えば､歴史の分野では､｢御実紀｣｢朝野旧聞褒稿｣｢史料｣がある｡家譜 ･伝
4)

記の類では ｢寛政重修諸家譜｣があり､地誌類では ｢新編武蔵国風土記稿｣
5)

｢新編相模国風土記稿｣をあげることができる｡

寛政期以降に､幕府による大規模な編纂事業が行なわれた理由は､大きくは

1つに､対外的危機に直面した幕府が､将軍権威を象徴する家格制 ･儀礼的秩

序の再編を行い､国家の編成 ･統合を強化させなければならない段階にあった
6)

こと｡2つには､指導力を備えた松平定信が老中となり､その意向が強く働い

たことにあった｡
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定信の自叙伝である ｢宇下人言｣の寛政3年 (1791)条には､すでに ｢御実

録｣ ･｢風土記｣の編纂 ･孝子忠臣を集めた書物や万石以上の ｢系図｣の編集

企画を上申したいという意向が書いてある｡

しかしながら､定信は寛政5年に失脚した｡そのため､｢御実録｣編纂など
7)

の構想が実現するには､幕府の儒者林述斎､および定信の路線を受け継いだ老

中松平信明による建議が行われるまで､･しばらくの時をおかなければならなか
8)

った｡

寛政11年､述斎は､徳川将軍家の事跡を調べてまとめるために必要な記録

の蒐集を行うことを､幕府上層部へ要請し､それを許された｡その後､史料の

蒐集を行い､相当量が集まったため､享和元年 (1801)､事業の方向性の大凡

を示すことにしたo享和元年の時点で､述斎が提示した方向性とは､ 1つに､完
慶長8年 (1603)の家康の将軍宣下で区切りをつけ､ここで筆を置くこと｡ 2 八

つめに､ 2代将軍秀忠以降にいついては､将軍ごとに ｢実録｣をまとめるとい
9)

うものであった｡結果からいえば､多少の変更を伴いつつ､前者は ｢朝野旧聞
10)

褒稿｣として､後者は､｢御実紀｣として､結実したことになる｡

(9)
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3.｢御実紀｣の編集方針

享和元年に､.r御実紀｣編集の方向性は決まったが､述斉は多忙で､｢御実紀｣

の柘碁に専心できる状況になかった.そのため､文化6年 (1809) 2月12日､
11)

述斎は､若年寄に､編修主任として奥儒者の成島司直を推薦した｡司直を推薦

した理由は､仕事が手早いこと､また近年､紅葉山文庫の日録改正で述着の補
12)

佐役を務め､述斎の意思をよく心得ていることにあった｡

この述斎の提言は受け入れられて､文化6年2月28日､若年寄堀田正敦か

ら司直に対して､述斎とともに ｢御当家御実録取調｣に従事するようにと､伝
13)

達があった｡
14)

3月9日､林述斎 ･成島司直は､連名で､堀田正敦に伺書を提出した｡その

伺番の内容は､以下の通りである｡

(1)書名は ｢御美紀｣としたい｡なぜならば､｢実録｣は天子 ･天皇に限定

して使うからである｡

(2)編集は､まず近いところから始め､迫々､遡るようにしたい｡

(3)本楯は､｢実録｣の書法に基づき､ ･編年体とする｡

(4)用字は､平仮名文 (漢字仮名混じり文)としたい｡

(5)年月の不明なものは､附録とする｡さらに古い時代では附録に ｢考異｣

を付けたい｡

(6)編碁場所は成島司直の役宅 (場所は浅草か)とし､臨時職月の出勤を要

請したい｡

(7)下書が出来た段階で述弟が一覧し､司直と相談の上で本文を確定し､中

清書を行う｡

上は伺番の段階のものであるため､実際にどのような形で編碁が進んだのか

を確かめておく必要があろう｡(2)については､後指の校閲年から､提案の

通りに進んだことが明らかになる｡(1)と (3)～ (5)は完成した ｢御実

紀｣から､ほぼ方針にしたがって､編碁は進んだことがわかる｡(6)につい

(10)



15)
ては､｢御実記｣によって確認でき､また､完成時に25人の者に褒賞が与えら

16) 17)
れていることから､臨時職員の充当があったことが知られる｡(7)について

は未詳である｡

さて､｢御実紀｣の編集方針をみてみたい｡次に示すのは ｢御実紀成書例｣
18)

の第1ケ条目である｡

｢一､倍種は我朝文徳三代の賓録をもとゝし｡洪土にては唐の順宗賓録と明清

の賛録をもて標準とす｡されば古今宜を殊にし和漢制異なれば｡ひたすら

皇朝のさまにもならひがたく｡又洪土の制はことさら通用しがたき事共多し｡

いたづらに虚文浮辞を学び｡革質にもどるべきにあらず｡よりて彼是を掛酌

して｡別に成書例-篇をつくりて巻首に冠す｣
19) 20)

ここからは､編纂の模範を､日本の ｢文徳実録｣･｢三代実録｣にならい､
21) 22)

また中国の ｢実録｣にとるとしたこと｡しかしながら､実際に通用するには困

難な点が多いため､記事の採用については独自の基準を設定した土と,が明らか

になる｡
23)一

｢御実紀｣の編集で定めた独自の基準とは､たとえば､三家三郷は格別､大

名は国持 ･城主 ･領主に分ける｡幕臣については四品以上 ･万石以上 ･布衣以

上 ･御日見以上の4つに分ける｡そして､万石以上に限り家督を譲った日の条

にその事跡を略述し､布衣堺上に限って役職の交替 ･褒賞を記し､養老 (70歳

を超えてなお役職についていた者への褒美)の記事は特別に目見え以上から記
24)
すなどである｡この基準は､極めて客観的な記述となる可能性をもっている｡

その一方で､大事をとり小事を省く｡ただし､些細なことでも大政の得失に
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関わることは洩らさずに記すo将軍の善行寡言､あるいは人々の口に伝えて後 完25)
の模範とするべきものは付録に載せる､殊更の武功を果たしたものなどで特筆 六

26)

すべきものは武家の如何に関わらず記すなどといった点は､極めて基準に暖昧

さを残していることを示している｡また､家康 ･秀忠 ･家光までの3代につい
27)

ては､些細なことも載せるとしており､編者の主観が大きく作用したことや､

適時的にみて統一性を欠く部分があったことが推察できる｡

(ll)



｢御美紀｣は､上の規定に照らせば､自ずから､後の模範となる徳川将軍の

仁政を叙述するものなる｡つまり､｢御実紀｣の記述は､将軍を顕彰する方向
28)

に傾いている点は否定できない｡
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4.史料蒐集

29)

｢引用昔日｣には747部の書名が掲載されているが､その分析は今後の課題

とし､ここでは､つぎの3点だけを指摘したい｡

1つは､位記宣旨･外国国書の原本には､まったく日を通すことができなか
30)

ったことである｡これは､紅葉山文庫内でも､位記宣旨と外国書簡は貴重音に

類別され､箱の封印は老中が行い､容易に開けられなかったからである｡

2つめは､､目付が保管する ｢諸系譜｣類は､林述斎が目付 (当時は遠山景
31)

晋･佐野庸貞)に交渉して､貸し出しが実現したことである｡

3つめは､寛永8･9年 (1631･1632)以降は､表右筆所日記を中心史料
32)

として用いている点である｡表右筆所日記からの抜書きは､江戸城内の奥右筆
33)

詰所の2階で行ったという｡

このほか､詳細は不明ながら､幕府の儒者林家が代々蓄積してきた蔵書に加
34)

えて､述斉が蒐集したという記録類が参照されたことであろう｡

5.｢御実紀｣の完成

35)
天保13年 (1842)11月に ｢御実紀｣は完成した｡その構成と､その校閲

36)
(述斎の校閲かと思われる)が終わったとされる時期は､以下の通りである｡

書名 巻数 校閲年

家康 ｢東照宮御実紀｣10巻 付録25巻 天保10年～天保11年

(12)



秀忠 ｢台徳院御実紀｣60巻 付録5巻 天保6年～12年

家光 ｢大猷院御実紀｣80巻 付録6巻 文政8年～天保4年

家綱 ｢厳有院御実紀｣60巻 付録2巻 文政5年～文政7年

綱書 ｢常恵院御実紀｣59巻 付録3巻 文政2年～文政4年

家宣 ｢文昭院御実紀｣15巻 付録2巻 文政8年 (但､付録下)

家継 ｢有事院御実紀｣15巻 付録1巻 文政8年 (但､巻15･付録)

吉 宗 ｢有徳院御実紀｣62巻 付録20巻 天保5年 (但､付録の巻13)

家重 ｢惇倍院御実紀｣31巻 付録1巻 ?

家治 ｢夜明院御美紀｣55巻 付録3巻 ?

続いて､天保14年12月､｢御茸紀｣編集に関わった林述斎 ･復斎 (述斎の4

男)ら､25人に褒賞が与えられた｡また､翌弘化元年 (1844)2月に､成島筑

山ほか1人に､褒美を与えられた.なお､.時の将軍は12代家慶 (在職1837-

1853)である｡
37)

ところで､将軍に献上した ｢御実紀｣(｢御実紀成育例｣では ｢本書｣)には､

引用書名が付されていなかった｡
38)

一方､｢副本｣には､記事の文末に引用書名が記載されていた｡もっとも､

｢副本｣は､その後､･清書したうえで将軍に納めるようにと命じられた｡嘉永

2年 (1849)11月26日に､林復斎と成島筑山らは､｢副本｣献上の功労によっ

て褒賞を受けた｡

嘉永2年に将軍家慶が ｢副本｣を作成させた理由は不明だが､これと相前後
39)

して､先に献上してあった本が紅葉山文庫に納められたことが確認できる｡以

後､将軍は ｢副本｣を側に置き､それを利用したと考えられる｡

(13)
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6.伝本

現存する伝本の一部を示せば､つぎのとおりになる｡
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｢本番｣

①将軍 (天保13)- 紅葉山 く嘉永2) ～; 内閣文庫

②日光東照宮 (安政4)

｢副本｣⑥学問所 (天保13?)- 書籍飽 く明治5)- 内閣文庫

⑤将軍 (嘉永2) 徳川宗家 .貴族院図書

館上記の伝本の書誌､および伝来の経過をつぎに記す｡40)①は､将

軍への献上本で､旧紅葉山文庫本である｡現在は､国立公文書飽内閣文庫の所蔵である｡同書は､貴重

昏扱いとなっており､閲覧

には特別な申請手続きを必要とする｡31冊が明治以降に散逸し､485冊

が現存する｡41)昏誌は､写真で見る限りであるが､衰耗は

無地で絹｡綴穴5穴朝鮮装｡退茶は左はじ｡1両8行｡蔵書印は ｢浅草文庫｣｢日本政府図書｣｢内閣文庫｣の

3種類がある｡このうち ｢浅草文庫｣は､昌平坂学問所本が書籍館に入ってのち

42)に押されたもの

であり､紅葉山文庫本の ｢御実紀｣は明治以後に昏籍館に入ったことを知り得

る｡②は日光東照宮への献納本である｡同番の昏誌は､表紙は黄色で記つぎ文.綴穴5穴の朝鮮装｡題答は左ほじ｡

43)料紙は薄手の美濃親｡1両8行｡桐箱に

入り､さらに長持に入っていた｡③は稿本で､1965年ころに徳川宗家から徳川林政

史研究所に寄託されたもので､1929年刊



などの口絵として写真が掲載されている｡この写真によれば､1両8行｡

･また同書で注目できるのは､つぎの3点である｡

1つは､引用書に関する記事がある｡2つめは､その引用書名の書き方が､

後述する④とは違って､対応する箇所の右肩に書いてある｡3つめは､成島司

直の筆で校閲の年月日が書かれている点である｡とくに最後の点は､同書が､
44)

最終段階に近い稿本であることを示していよう｡

⑥は ｢副本｣系統の本で､現在､内閣文庫に所蔵されている｡

同書の書誌を記せば､表紙は後表紙と思われ､花田色無地｡題茶は ｢東照宮

御実紀 五六七｣(左はじ)｡綴穴は4穴｡､元表紙は共紙で､後表紙の見返し部

分に糊付けされており､裏から透かしてみると表題 ｢東照宮御実紀 巻之七｣

が打付けで､中央に書かれていることがわかる｡大きさは縦260耗×横180托｡

科紙は稽紙｡1両8行｡奥書はない｡蔵書印は ｢浅草文庫｣｢書籍館印｣｢日本

政府図書｣｢内閣文庫｣｡この蔵書印のうち ｢書籍館｣｢浅草文庫｣からすると､

旧学問所本と考えられる｡

⑤は ｢副本｣系統の本で､徳川将軍家に伝来し､明治維新後の当主徳川家達の

ときに､貴族院図書館に入ったが､大正12年 (1923)の関東大震災で焼失し

た｡これは経済雑誌社本 ･国史大系本の底本となった｡

以上､伝本の書誌を紹介したが､これらを参考にして伝本を成立時期順に並

べて､その関係性に言及すれば､次のようになろう｡

Lまず(卦の稿本が完成し､成島司直が校閲終了の旨を記した｡その後､｢出役｣

は清書本の作成にかかった｡このとき､肩にある ｢引用書名｣は写さずに､■本

文のみを清書した｡天保13年に献上本①が完成した｡併せて ｢引用書名｣を

付けた ｢副本｣④の清書が作られた｡のち､献上本①は嘉永2年に紅葉山文庫

に入った.これと相前後して､｢引用書名｣を付した ｢副本｣の清書(参が将軍

に献上された｡⑤は紅葉山文庫には入らず､将軍の手元にあり､徳川宗家 (秦

逮)に伝わり､明治期に貴族院図書館に入った｡

(15)

史
料
館
研
究
紀
要

第
三
二
号

(二
〇
〇
一
年
)

九



小
特
集

｢歴
史
編
纂

の
比
較
史
｣

③の稿本は､成島家あるいは ｢御美紀｣続編の編集を行った昌平坂学問所内

の ｢御美紀調所｣に伝わった｡さらに明治維新後､｢御実紀｣続編の事業を継

続した駿府の ｢御事墳調役｣に伝われ､徳川宗家の手に帰した.

なお､③稿本と①天保の献上本 (｢本書｣)と(9嘉永の献上本 (｢副本｣)に本45)
文の異同があることは､すでに指摘されている｡①と⑤どの違いは､一皮､将

軍に献上した後に本文に手が加えられたことを意味し､｢御美紀｣の性格を考
46)

えるうえで重要である｡また､⑤と③との違いは､転写 (近世段階) ･植字47)
(明治段階)の際の単なる間違えもあろうが､その範囲を超えるものであり､

③には敷皮にわたって加筆があったと考えられる｡

いずれにしても､今後の課題として､静嘉堂文庫 ･徳川林制史研究所の稿本

をはじめ､内閲文庫 ･国立国会回春蝕 ･東京国立博物飴 ･寛永寺などにある諸

本を､可能な限りにおいて調査し､比較検討することが残されている0

･7.おわUにかえて

以下は､報告の後のディスカッションを進めるための糸口として､｢朝鮮王

朝実録｣との相違点を列記するものである｡

A ｢朝鮮王朝実録｣と ｢御実紀｣との共通点としては､つぎの2点をあげる

ことができる｡

①一代ごとに分けて､それぞれ誼号を冠して春名とする｡ただし､家康はその

例外であり､注意を払っておく必要がある｡

③編年体である｡

B ｢朝鮮王朝実録｣と ｢御美紀｣との違いとして､つぎの5点をあげること

ができよう｡

①編纂の契機

(16)



これについては､本報告の ｢2｣で述べた通りで､対外的危機に直面した幕

府が権力の再編のために､｢御実紀｣の編集に着手したと理解できる｡したが

って､代替りがあれば当然のこととして､前代の歴史書を編纂する朝鮮王朝と

は歴史書編纂に対するそもそもの意識が異なっている｡

②編集体制

校閲のシステムを含め､｢御実紀｣の編集体制の細部について詳述するに至

らないが､大筋は本報告の ｢3｣で述べた次第である｡繰り返せば､｢御実紀｣
48)

編集のために専従の部局は設置されず､また編集は林述斎ではなく､成島司直

が中心となって行った｡

③編集方針

これについては本報告の ｢3｣で述べたので､ここでは省略する｡ただし､

｢3｣で触れなかった事柄のうち､｢御実紀｣が英字仮名混じり文を採用したこ

とについては､以下の点を勘案しておく必要があろう｡

1つは､漢字文化圏である東アジア世界での公用語は漢文であり､これを意

識して ｢寛永諸家系図伝｣(日光本 ･寛永20年 (1643)完成) ･｢本朝通鑑｣

(寛文10年 (1760)完成)は漠文体であった｡これに対して ｢御実紀｣では漢

字仮名混じり文を採用した｡その理由としては ｢御美紀｣は利用に重点を置い

ていたためと考えられる｡

2つめは､漢字仮名混じり文を採用すると､必然的に原史料を加工すること

になる｡そのためすでに､成島司直が施した書き下しや要約には操作性があっ
49)

たという点に注意を促す指摘がなされている｡これは､同じ頃に編纂された

｢朝野旧聞褒稿｣では綱文を揚げ､その典拠となる史料を併記していることと

比べると､｢御実紀｣の編集方針の特長を際立たせるものとなる｡

④保存容器 ･保存場所および利用

紅葉山文庫や将軍の御手元文庫には利用の制限があったが､これらは参考図

書館的な要素をも持っていた｡ここからすれば､｢御実紀｣は利用を前提とし

て編纂されたと考えられる｡

(17)
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⑤写本として伝来した｡

｢御実紀｣の清書本は写本である｡これは朝鮮と日本とでは､印刷物に対す

る社会的な位置づけが違うことに起因しよう｡周知のように､近世初期に幕

府 ･朝廷は活字印刷による出版を試みる｡だが､良質の活版印刷物を作成する
50)

に充分な技術者を養成することができず､近世初期の段階で幕府は出版事業を

放棄せざるをえなかった｡以後､出版は商業出版が主となり､日本では､写本

を整版 ･木活字版よりも弥重した｡そのため ｢御実紀｣は写本という印写様式

をもって作成され､将軍や日光東照宮に献上された｡

最後に､このような報告をする機会を与えられたことに感謝するとともに､

報告の準備をしながら考えたことを1点､書き添えておきたい｡

｢御美紀｣は､幕府の締碁物のなかでも､とくにモニュメント的な性格が強

いため､記事の信頼性に疑問がある｡そのため､止む終えず､あるいは便宜的

に ｢御実紀｣を引用するという研究者がいる｡その一方で､｢御実紀｣は､編

年体で､将軍の動静 ･幕府の施政や行事を記述していて利用しやすいことから､

活字本をそのまま使う研究者がある｡これらは､史料として ｢御実紀｣に対し

たときの見解の相違である｡

しかしながら､上のように史料としての ｢御実紀｣に向かう方法以外に､

｢御実紀｣それ自体を研究の対象とする姿勢もあってよいだろう｡実際に､｢御

実紀｣に関する研究は､本報告の証を参祝していただけば明らかなように､少

なからずある｡とはいえ､これらの蓄積を現段階の水準に止めることなく､

｢御実紀｣の諸本にあたり､それぞれの性格を明らかにし､相互の関係性を解

九 明していく必要がある｡既知とされているような箱碁物を史科学的な紋点から

再検討し､これまでの研究成果へ疑問を投げかけていく作業は､近世史科学の

進展にともない､今後さらに重安になるに相違ない｡

(18)



註

1)｢御実紀｣は全516冊 (517冊とも)｡構成は､本編447冊､付録68冊､稔目緑 1冊あ

るいは2冊 ･引用書目1冊｡天文11年 (1542)～天明6年 (1786)までを編年体で､

初代将軍徳川家康から10代将軍家治について将軍ごとに楯を分けて記すo

｢御実紀｣の刊本には､明治16･17年 (1883･84)刊の我日刊筏書 r徳川氏御実

紀附錠]袋綴本 ･全17冊があり､ついで明治29年～明治32年刊の内藤祉受校訂 r徳

川実紀19冊 (生田日経徳等発行)､明治37年刊 r徳川実紀j7冊 (経済雑誌社刊

行)がある.これに黒板勝美編 r新訂増補国史大系 徳川実紀J(吉川弘文館､初版

1929年～)が続く｡

2)｢朝野旧聞褒稿｣(内容は江戸幕府を開いた徳川家康の一代記)1093巻､文政 2年

(1819)起稿､天保12年 (1841)完成｡

3)｢史料｣430冊､文化 3年 (1806)起稿､文久元年 (1861)終了｡
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)4)｢寛政重修諸家譜｣1530巻､寛政11年 (1799)起稿､文化 9年 (1812)完成｡

5)｢新編武蔵風土記稿｣265巻､文化 7年 (1810)着手､文政11年 (1828)稿本完成.

｢新編相模国風土記稿｣125巻､文政7年 (1824)着手､中断を挿んで､天保11年

(1840)塙本完成｡

6)松平定借 (生没年1758-1829)の老中在職は､天明7年 (1787)から寛政 5年

(1793)まで｡

7)林述斎 (生没年1769-1841)は岩村城主松平乗蓮の第3子｡寛政 5年 (1793)4月､

7代目当主林錦峰が没して､その継駒となる｡同年12月､大学頭に任じられた｡儒

者は､幕府の機構上､.若年寄支配｡なお､寛政 9年､林家の家塾は幕府直轄の教

育 ･研究機関となり､昌平坂学問所と改称した｡

述者の政治的な役割については､藤田党 r天保の改革J(吉川弘文館､1989年)､

小野将 ｢近世後期の林家と朝幕関係｣(r史学雑誌J第102将第6号､1993年)､など

の研究がある｡

8)高橋孝則 ｢近世後期の歴史学と林述斎｣(東北大学 r日本思想史研創 第21号､失

1989年)0

9)東京大学史料編纂所架蔵写本 ｢御実記｣(請求番号4140.5-63)に次のようにあ

る｡本文とは傍線部①-①､①-②が対応する｡やや長文となるが伺書の全文を紹

介する｡

｢-､文化六巳年 (1809=引用考証､以下同様)二月十二日

(19)
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⊂ (若年寄堀田)摂津守 (正数)殿 直達

見返し 御代々御実記之事二付伺 林大学頭 (述斎) ■

①~①寛政十一未年 (1799)都而 御当家之御事跡見合二可相成記録迫々取集メ後

年修史之助二可仕旨相伺候処､伺之通披仰渡慎二付累年相集侯分最早余程二相成有

之､①~②享和元酉年 (1801)史料取立之儀中上使節石偏輯之鰭例慶長八年 (1603)

権現様将軍宣下二而絶筆任侠積 り､夫より後ハ別段

御代々棟江掛ケ侯而 御家々御実録を追而取立可申含中上侯得共､②近来御用向も

拭二未た取掛も難及､井上右御用取調侯相当之人物を得不申侯ハてハ容易二取掛 り

束侯､勇彼是空敷年月を軽快処､此間成嶋邦之助面談任侠糊､同人申使者､

政明院様御代ハ誠二間近之俵二焼得者最早御事実を委敷存知侯者ハ稀成様二成行キ

焼間､何卒御実録を取立若出来焼串こも侯ハ ､ 御一代宛線上ケ取調中皮心願之

旨疎 く存込侯趣二御座候､③(成島)邦之助串右梯之取調場ハ随テ出来侯者二両精力

も強く殊二手早二物申弁シ､既二近年御文雄御昏EI改正之調私事二附ク様子も矯与

存罷在侯得ハ､右者へ御実録之調方附属任侠ハ ､必定成就可仕故と奉存侯､左焼得

者手伝之者両三人も出役被仰渡侯梯仕度弥披 仰付侯御衣こも侯ハ ､猶又委細之俵

取調相伺可申侯､先以此段御内戚奉伺侯､以上､

巳二月 林大学頭 ｣

また､｢御実記｣の書誌を示せば､後衣紋 (改装後の表紙)に ｢御実記調所之記

単｣(表紙は薄茶色無地 ･自題辞 ･塁審)とある｡元表紙には ｢御実記｣(共紙 ･打

付け塁昏)とある｡内容は､文化6年 (18㈹)2月12日から文化7年 7月16日の間

に､林述斎 ･成島司直が若年寄堀田正教に出した何番の控えである｡｢榊実妃｣堀井

時の日誌の存在は､現在のところ､確認されておらず､樹娘時の様子を知 り得る唯

-の史料といってよい｡

10)山本武夫 ｢r御実紀調所J再考｣(r国学院雑誌J節80巻節11号､1979年)｡

ll)成島司直 (生没年1778-1862年)は､通称邦之助のち邦之丞｡井桁の古物奉行勝雄

の子｡寛政7年 (1795)奥儒者見習となり､同11年大番格となる｡文政年間に奥儒

者となる｡天保14年 (1843)10月24日御役御免隠居供を命じられ､以後は役職につ

かなかった｡退職の理由は､｢競泰平年表｣によれば､奥備考でありながら､表方の

役人と懇意になり､衣方同様の握舞をしたことが見答められたとされる (天保14年

6月26日粂)｡あるいは､老中水野忠邦の老中引退と時期を同じくしてお り､これ

と関係があったとする説がある (山本武夫 ｢成島司直｣r国史大辞典j第10巻､書

(20)



川弘文館､1989年､761頁)｡養子は成島筑山､名は長講 (生没年1802-1853)0

12)証9)に引用した史料の傍線部②と③とを参照のこと｡

13)東京大学史料霜纂所架蔵写本 ｢御実記｣｡

14)下は前掲 ｢御実記｣文化6年3月9日条である｡

,｢一､三月九日

⊂ (堀田)摂津守 (正敦)殿 (奥右筆衆布施)戒之丞二両上ル

ノ見返し 編集之義大意伺 林 大学顔

成島邦之助

今般被 仰付侯編集之俵､御美紀と喝へ候方哉と奉存侯､実録与申侯ハ和漢共天子

之事に限り侯､都而前々関東之俵称号筋ニハ御深慮も有之哉二相見へ侯間､勇以御

美紀と仕侯方可然哉二奉存侯､

-､取調方先手近キ所より相始メ､退々二遡り侯様可仕侯､本箱ハ和漢実録之書法

二本つき､尤平仮名文に認立､御嘉言御善行等年月を係かたき類ハ附録二仕可申与

奉存侯､

但シ､近世者御事実異同も有之間数侯へ共､古キ所二相成侯得ハ必異同出来

.可仕候問､其節ハ別二者異を附侯様二可仕侯､

-､右ハ (成島)邦之助宅二而取調､尤出役之者も同人宅江出勤侯様仕､下書出来

次第､(林)大学頭 (述斎)江相渡し一覧仕､邦之助申談之上､中浦専任侯而相伺候

棟可仕与奉存侯､

-､手附出役之儀別紙を以中上侯､且右二付諸伺是又委細別紙之通りこ御座候､依

之中上侯､以上､

巳三月 林 大学頭
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成島邦之助 ｣

15)註13)に同じ｡

16)臨時職員 (｢出役｣)の用掛 ま､記録の転写､校合作業､および清書であった｡その 会

ため､｢出役｣には和漠の学問に通じ､筆跡に優れるという要件が求められた (前掲

｢御実記｣)｡

17)山本武夫 ｢r御美紀調所J再考｣｡

18)黒板勝美霜 r新訂増補国史大系 第38巻 徳Jll実紀第1痴1(吉川弘文飽､1929年

発行 (1940年再版)､1頁)｡
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19)｢文徳実録｣は ｢六国史｣の一つで､10巻｡850年から858年までの文徳紀一代を､

漢文編年体で記す｡晴和紀に起筆し､一時､編纂を中断してのち､陽成紀の879年

に完成した｡

20)｢三代実録｣は ｢六国史｣の一つで,50巻｡｢文徳実録｣に続く6番目の正史｡858

年から887年の清和 ･陽成 ･光孝三代の時代を､漢文編年体で記す｡宇多の命によ

り編纂を開始したが数年で中断し､醍醐紀の901年に完成した0

21)｢皇明実録｣687冊は､寛文12年 (1672)紅葉山文庫に入庫したことが確認できる

(福井保 r紅柴山文庫J郷学舎､1980年)｡

22)ここで中国の ｢実録｣と､日本の ｢文徳実録｣ ･｢三代実録｣を無造作に列記して

いる点については､歴史書認識の閉超と関わり重要であると考えるが､筆者には触

れる準備がない｡

23)r御賛紀成番例｣の第7条に ｢一､三家三郷へ下さる､御使賜物等｡これまた親々の

大義にか､はりし事なれば洩きず｣とある｡

24)｢御賓紀成昏例｣の第15条に次のようにある｡

｢-､此番はすべて武家の制によで 天朝の串に混ぜざれは｡昏法も別に一位をな

せり｡万石以上のうち固持 ･城主 ･領主をもて家格を三つにわかち｡又その品鉄

は四品以上｡筒石以上｡布衣以上｡御EI見以上と四段にわかち｡各そのことによ

り｡甲の事は何以上より香し｡乙の事は何以下より記さずといふ侵例を立て｡古

今制をことにし公武の位まちへ なる事を知らしむ｡たとへば卒日に侍をかくる

は筒石より以上にかぎり｡御役掛 ま布衣以上にかぎり｡養老の賜は見参の人より

以上にかざるの類これなり｡｣

また上の箇条に開通した条に､｢御耳紀成否例｣節10･ll･21･22条がある｡

25)｢御賛紀成昏例｣の約3条に ｢何-*も一々しるすことを得がたし｡よりてた,'共大事

を載て小事をはぷく｡されどまたIR衣未申たりとも｡大政の得失にあづかりしこと

はこれを洩さす0才t他御沓行 ･御嘉言の薄緑｡又は口碑にったへて後の模範ともな

るべき串はあつめて附緑とす｣とある｡

26)｢御賓紀成否例｣の節10条に ｢又万石以下といへとも｡殊更武功の堆｡又は招紳家

の有執｡或は高名の栢佃｡をよび御帰依の釈徒等｡すべて非常の輩はその侍を出せ

Lもま･あり｣とある｡また､林家 ･学問所に関わる事柄は優先的に載せるとする

(｢御賛紀成審例｣節19･20粂)0

27)｢御賛紀成昏例｣節4･5条などを参照のこと｡

(22)



28)坂本太郎 r日本の修史と史学J至文堂､1966年｡

29)r新訂増補国史大系第38巻 徳川実紀第1編j7-14貢.

30)｢御茸紀成書例｣第16条を参照のこと｡

31)山本武夫､前掲論文｡

32)｢御賛紀成書例｣の冒頭には､以下のようにある｡

｢恭しく編修する所の歴朝実録は①史局 (表右筆所)の日録を根拠とし｡かたはら内

外の簿籍をかねとり｡また家侍の正しきも参考する所あり｡されど明暦より前は日

録多半段ちたり｡よりて西城日記および世にったふる残将断峡をさぐり｡家牒野史

をもてこれを補ひ｡彼是を校正し虚賓を審定して.漸く一代の大憶をなすC②しか

れどもなを遺脱を免る 事ゝ得難し｡猶この後課とすべきものを得ばO其通関を補正

すべきなり｡｣

上の傍線部①にある ｢史局の日録｣を表右筆所の日録とする見解については､山
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)本武夫､前掲論文および小宮木代良 ｢r御美紀Jの引用 ｢日記｣の検討｣(r日本歴史]

第486号､1988年)の説に従った｡

33)山本武夫､前掲論文｡

34)林家の蔵書の内容については､木崎弘美 ｢所蔵書よりみたる昌平坂学問所の特質｣

(r栃木史学J第8号､1994年)を参照されたい｡なお､｢御賓紀成否例｣の第38条

によれば､享保以降については､煩現になるため､引用音名を省略した旨が書かれ

ている｡したがって､参照した書籍 ･口碑を突き止める作業はかなり難しいものと

なろう｡

35)｢続泰平年表｣に拠る.r新訂増補国史大系第38巻 徳川賓紀第1宕Jの ｢凡例｣に

｢文化六年に稿を起し､嘉永二年に至りその功を成したり｡｣(1頁)とあることから､

｢御美紀｣の完成を嘉永2年 (1849)とする辞書 ･年表類があるため､注意を促して

おきたい｡

36)｢掛 Il賛紀校閲記｣(黒板勝美 ･国史大系編修会編 r新訂増補 国史大系第47巻 徳 _

川実紀第10別 吉川弘文臥 1966年)より作成した01なお､成島司直による校閲に Jpgl

関する曹人の実例については､1930年発行 (1941年再刷)の r新訂増補国史大系第

39巻 徳川実紀第2篇Jの口絵などを参照されたい｡

37)献上本 (｢本書｣)と同種のものに､日光東照宮への献納本がある (安政4年 (1857)

12月1日献納)■｡時の将軍は13代家定 (在職1853-1858)である｡

38)｢御賛紀成育例｣の第38条に､｢-､本書は出典を注せずといヘビも｡副本に至りて

(23)



小
特
集

｢歴
史
編
纂
の
比
較
史
｣

ノ＼

は毎俵の下悉く原書の名を出す｡附録のごときも又同し｣とある｡

39)｢元治増補御書籍来歴志｣(国立公文書館内閣文庫所蔵)に,次のようにある｡

｢歴朝御実記

東照宮御実記

文化六年二月二十八日､林大学琉衡及ヒ成嶋邦之助議等､旨ヲ奉シテ宙輯ス｡上ハ

東照大君二始マリ､下ハ汝明大君二重ルマテ､ 十代ノ御事蹟ヲ備載シ､御言行

ノ如キハ別二御付録ヲ付ス｡嘉永二年十月九日御座二収ム｣

40)紅葉山文庫の ｢元治増補御書籍日録｣(慶応 2年 (1866)完成､国立公文書蝕内閣文

庫所蔵)に ｢歴朝御実記｣とあるものが､(D本に該当しよう｡

｢御家類 (中略)

東照宮御官記 十一 冊 林 衡 (述斎)

成鴫議 箱

歴朝御賛記 五百十六冊 同上 ｣

41)福井保 r江戸幕府堀井物j図良好 (雄松堂出版､1987年､71頁)参照｡報告後､内

閲文庫で閲覧したところ､表紙は網 ･薄茶色で､料紙は薄手の美波紋であった｡

42)国立公文昏銀将 r内閣文庫百年史 増補版J汲古書院､1986年｡

43)橋本政宣 ｢日光東照宮所蔵の徳川突紀と寛政盃修諸家譜｣(r大H光J■第54号､1981

年)｡

44)丸山二郎 ｢徳川公鹿家本徳川美紀について｣(r日本の古典籍と古代史｣吉川弘文館､

1984年､初出1929年)｡なお､静姦堂文雄所蔵の ｢徳川実紀｣(稿本)と③の端本と

の関係を解明することは､今後の課題として残されている｡

45)r新訂増補国史大系節38巻 徳川実紀第 1缶Jの ｢凡例｣に ｢今季に内閣文雄及び

公府徳川家達家に墳成せらる ､二本を借党することを待､旧輯抗国史大系本を校訂

せ り｣とある｡同番では､国立公文書館内閣文庫本 (浅草文庫本)を ｢ア｣､徳川公

路家本を ｢ト｣と記して､本文の異同を明らかにしている.

46)証32)に引用した史料の傍線部②を参照のこと｡

47)太田晶二郎 ｢徳川賓紀の活字本｣(r新訂増補国史大系J月報40､1966年)｡

48)｢御実紀調所｣が昌平坂学問所内に設殴されるのは､｢統御実紀｣の編集が始まって

以降のことである (山本武夫､前拘論文)｡

49)藤野保 ｢徳川実紀の引用史料｣(r新訂増補国史大系｣月報4､1964年) ･加藤栄一

｢徳川実紀 その叙述と典拠との聞｣r新訂増補国史大系]月報17､1965年)｡
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50)藤本幸夫 ｢印刷文化の比較史｣(荒野泰典ほか箱 rアジアのなかの日本史]Ⅵ文化と

技術､東京大学出版会､1993年)｡

く付記)

*1本稿は､当日配布した資料レジュメのなかから必要な部分を本文 ･証に書き加え､

また口頭で補足したことを加筆したものである｡したがって､当日の本文レジュメと

記述が異なる部分がある｡また､口頭報告 ･比較史を意識したため､論文としては不

適当な註記があり､体裁がやや整っていないところがある｡これらの点については読

者にご了承いただくことを請い願う次第である｡

*2報告後､静嘉堂文庫所蔵の ｢徳川美紀｣(稿本)を調査した｡参考のため､その結果

を以下に記しておきたい｡

冊数は全291冊で､各付録と ｢続徳川実紀｣は一切､含まない｡表紙は後衰耗で渋皮

引き無地｡綴穴は4穴o題掛 ま左はじ｡大きさは縦265×横182托｡料紙は楢紙｡元表耗
九

は､残っている場合を例にとると､生成で無地.表題は ｢東記 慶長九年十二月 五｣
I

(｢東照宮御実紀巻五｣)のように訂正してあるものが､左はしに打付けで墨書してある｡

管見の限りでは､一群の史料は､1面8行､1両10行､1両11行のグループに分ける

ことができる｡このうち､1面8行本には ｢校了｣などといった文言が末尾に認められ

(後述)､本文で紹介した稿本③ (徳川林制史研究所寄託本)が､一部､静嘉堂文庫に入

架した可能性がある｡一万､1両10行 ･11行本には､切紙の貼付や大きな固まりで記事

を移動させる指示 (矢印など)が散見し､中清書を経た(参の稿本以前に作成された草稿

であろうことを推察させる｡実際に､稿本③本と静嘉堂文庫本の1両10行本の記事を比

較すると､静嘉堂文庫本では吹き出しの形で加筆した部分が､(卦本では本文に組み込ま

れていて､記事内容からも､稿本③の方が時間的に後に作成されたことを確認できる｡

ただし､静嘉堂文庫本の10行 ･11行本のどちらが早期の稿本であるかは未だ不明である｡

8行 ･10行 ･11行本に共通するのは､朱書あるいは墨書で､引用書名が本文の右肩に

書かれている点である｡ここからすれば､稿本の段階では引用書名を右肩に記していた

が､1回日の将軍献上本 (天保13年)では引用書名を削除し､2回日の将軍献上本 (義

永 2年)では引用書名をパラグラフの後ろにまとめて記す方法を採ったことになる｡し

たがって､本論の ｢6｣で示した考え方は概ね了承されよう｡

先に若干触れたように､静嘉堂文庫本の1面8行本のなかには､本論の ｢5｣で示し

た校閲年の空自を埋める記事が見られる｡以下､稿本の ｢校了｣時期などに関する記事
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を抜書きして列記しておきたい｡(

春 名

家継 ｢有学院御美紀｣巻1

｢有車院御美紀｣巻14

吉宗 ｢有徳院御美紀｣巻1

｢有徳院御実紀｣巻61

家韮 ｢惇倍院御美紀｣巻1

｢惇侶院御美紀｣巻31

家治 ｢汲明院御実紀｣巻1

｢夜明院御実紀｣巻55

)内は筆者による推定である｡

記 事

｢寅 (文政元年)十一月朔校怯言乞｣

｢己卯 (文政2年)三月廿日枚完｣

｢成 (文化11年)正月廿八日一枚邦之丞｣

｢乙亥 (文化12年)仏滅日 (成島)邦之助

(出役石原)多助校行｣

｢亥歳 (文化12年?)夏五月中洗八日校定此巻｣

｢子 (文化13年?)夏五月中二日校完｣

｢丙子 (文化13年)夏五二十四日始校汝妃首冊｣

｢戊寅 (文政元年)四二十八校完｣

上と本論の ｢5｣で示した表からは､8代将軍書宗の本箱がまず出来上がり､以後､

これを起点に上下に広がるように7代家継 ･9代家重 ･10代家治期の草稿が出来あがっ

たこと｡各編は､本題ついで付録の順番で完成したことが明らかになる｡

なお､静姦堂文庫所蔵の ｢東照宮御美紀巻-｣の巻頭と ｢汝明院御美紀巻五十五｣の

末尾は､r静姦堂文庫の古典結 節3回 日本のft盃昏J(静嘉堂文庫､1998年)に写真

が掲載されているので､参照されたい｡

(2000年3月下旬成稲)
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